
資格取得支援に関する内規 
令和２年４月１日制定 

令和４年４月１日最近改定 

 

（目的） 

第１条 この内規は、国際学部の資格取得を促進するために、資格取得した場合に経済的支援を

行うことについて定めることを目的とする。 

 

（支援の内容） 

第２条 支援する費用は、別表１に示すとおり支援対象の資格試験受験料全額または半額とす

る。 

 ２ 資格取得に要した受講費、教材・参考書代等の費用は支援の対象としない。 

 

（支援の対象） 

第３条 支援の対象者は国際学部学生とする。 

 ２ 既に支援を受けた学生が、同一の資格試験で同一の条件を満たしても、支援の対象とはし

ない。ただし、経済学検定試験「ＥＲＥ ミクロ・マクロ」及び経済学検定試験「ＥＲＥ」の

評価がＡ以上の場合に限り、支援の対象とする。 

 ３ 既に支援を受けた学生であっても、同一の資格試験で上位の成績を取得した場合および異

なる資格試験で条件を満たした場合には支援の対象とする。 

 ４ 支援の対象者は、当該学期の学費を全額納めていることを条件とする。 

 

（対象資格試験・支援条件） 

第４条 支援対象となる資格試験及び支援の条件は別表のとおりとする。 

 

（申請の方法・期限） 

第５条 資格取得支援を受けようとする者は、「資格取得費用支援申請書」に受験料の納付及び支

援条件を証明する書類のコピー、支援金振込先の通帳のコピーを添付して、教務・国際交

流課に提出するものとする。 

 ２ 前項の申請は、支援条件を満たした日の翌日から起算して１年以内を期限とする。また、

在籍期間中に取得した資格に限る。 

 

（支給の方法）  

第６条 支援金は、申請時に申告された申請者名義の銀行口座に振込むこととする。 

 

（事務の所管） 

第７条 この内規に関する事務は、教務・国際交流課が所管する。 

 

（内規の改廃） 

第８条 この内規の改廃は、国際学部教務委員会で協議し、学部運営委員会の議を経て、国際学

部長がこれを定める。 

 



別表１（第２条、第４条関係） 

 

資格試験名称 支援条件 補助 

経済学検定試験「ＥＲＥ ミクロ・マクロ」 
Ｂ＋ 半額 

Ａ以上 全額 

ファイナンシャル・プランニング技能士 3 級 合格 半額 

ファイナンシャル・プランニング技能士 2 級 合格 全額 

日商簿記検定試験 3 級 合格 半額 

日商簿記検定試験 2 級 合格 全額 

日商簿記検定試験 1 級 合格 全額 

ビジネス実務法務検定 3 級 合格 半額 

ＩＴパスポート 合格 半額 

情報セキュリティマネジメント試験 合格 全額 

ネットワーク接続技術者全種 合格 半額 

デジタル技術検定 3 級 合格 半額 

デジタル技術検定 2 級 合格 全額 

デジタル技術検定 1 級 合格 全額 

全経簿記能力検定 2 級 合格 半額 

全経簿記能力検定 1 級 合格 全額 

全経簿記能力検定上級 合格 全額 

認知症予防ファシリテーター2 級 合格 半額 

MOS（Microsoft Office Specialist）： 

スペシャリストレベル・エキスパートレベル 
合格 半額 

統計検定 3 級 合格 半額 

統計検定 2 級 合格 半額 

Python 3 エンジニア認定基礎試験 合格 半額 

BATIC（国際会計検定） 
200 点以上 320 点未満

（Entry Level） 
半額 

BATIC（国際会計検定） 
320 点以上 

(Middle and advanced Level) 
全額 

日本語教育能力検定試験 合格 全額 

日本語能力検定 JLPT N1 ＊1 合格 全額 

BJT ビジネス日本語能力テスト ＊1 J１又は J１＋ 半額 

BJT ビジネス日本語能力テスト ＊1 J２ 半額 

   ＊1日本語に関する資格試験は、留学生のみ適用とする。 

 

附 則 

１ この内規は、令和 2 年４月 1 日から施行する。 

２ この内規は、令和 3 年 9 月２日から施行する。 

３ この内規は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 


